
第１０回 米代川水系河川整備学識者懇談会

日時：令和2年11月30日(月) 14:00～16:00

場所：能代河川国道事務所 第1会議室

次 第

司会：能代河川国道事務所 副所長

１．開 会

２．委員紹介

３．あいさつ

・東北地方整備局 河川部 河川調査官

４．議 事

・米代川直轄河川改修事業の再評価について

－ 休 憩 －

５．米代川直轄河川改修事業再評価への意見書

６．情報提供

・流域治水について

７．閉会のあいさつ

・能代河川国道事務所 所長

８．閉 会



氏　　　名 専門分野 所　　属　　等

小 笠 原
お が さ わ ら

敏
と し

記
の り 海岸工学

水工学
　岩手大学
　理工学部 システム創成工学科 教授

沖 田
お き た

貞 敏
さ だ と し

植物 　秋田自然史研究会　会長

加 藤
か と う

竜
り ゅう

悦
え つ

鳥類 　秋田県鳥獣研究会　会長

金
き む

主 鉉
じ ゅ ひ ょ ん

水質
　秋田工業高等専門学校
　創造システム工学科 教授

齊 藤
さ い と う

滋 宣
し げ の ぶ

行政 　能代市長

嶋 崎
し ま ざ き

善 章
よ し あ き

経済学
　秋田県立大学
　システム科学技術学部 経営システム工学科 准教授

杉 山
す ぎ や ま

秀 樹
ひ で き

魚類 　NPO法人 秋田水生生物保全協会 理事長

津 谷
つ や

永 光
え い こ う

行政 　北秋田市長

永 吉
な が よ し

武 志
た け し

農業水理学
　秋田県立大学
　生物資源科学部 アグリビジネス学科 准教授

福 原
ふ く は ら

淳
じ　ゅ　ん

嗣
じ

行政 　大館市長

松 冨
ま つ と み

英 夫
ひ で お

水工水理学 　秋田大学 名誉教授

渡 邉
わ た な べ

一 也
か ず や

河川工学
秋田大学大学院
理工学研究科 准教授

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬称略、５０音順

米代川水系河川整備学識者懇談会

【　委員名簿　】
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「米代川水系河川整備学識者懇談会」規約

第１条（趣旨）
この規約は、「米代川水系河川整備学識者懇談会」（以下「懇談会」と

いう。）の設置について必要な事項を定める。

第２条（目的）
この懇談会は、国土交通省東北地方整備局長が策定した「米代川水系

河川整備計画（大臣管理区間）」の計画変更原案及び計画策定後の各種
施策の進捗等に関して意見を述べるものとする。また、河川整備計画（大
臣管理区間）に基づいて実施される事業のうち、再評価、事後評価の対
象事業の評価を行い、東北地方整備局長に対し、意見を述べるものとす
る。

第３条（組織）
懇談会は、東北地方整備局長が設置する。

２ 懇談会の委員は、東北地方整備局長が委嘱する。

第４条（座長）
懇談会に座長をおくこととし、委員の互選によりこれを定める。

２ 座長は懇談会の運営と進行を総括する。
３ 座長は、副座長を委員の中から指名する。
４ 座長に事故があった場合には、副座長がその職務を代行する。

第５条（懇談会）
懇談会は、座長が招集する。

２ 懇談会委員の任期は原則として２年とし、再任を妨げない。
３ 懇談会は、委員総数の二分の一以上の出席をもって成立する。

なお、委員の代理出席は原則として認めない。

第６条（公開）
懇談会の公開方法については、懇談会で定める。

第７条（事務局）
懇談会の事務局は、東北地方整備局能代河川国道事務所におく。

第８条（規約の改正）
本規約の改正は、委員総数の三分の二以上の同意を得てこれを行う。

第９条（雑 則）
この規約に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長

が懇談会に諮って定める。

附 則（施行期日）
この規約は、平成２０年７月２８日より施行する。


